
⼀般利⽤規約 および データ保護情報 

1. 適⽤範囲 

1. 本⼀般イベント条件は Fraunhofer-Gesellschaft（所在地︓ミュンヘン）が主催するイベントに適⽤される。 

契約の相⼿⽅（以下「参加者」）との権利義務を規定する。 

2. Fraunhofer IFAM は Fraunhofer に法的に従属する組織であり、当部⾨が実施するイベントは Fraunhofer のイベントと⾒なされる。 

各種声明は Fraunhofer に帰属する。ただし、実務上の問い合わせ先は当該のトレーニングセンターである。 

3. 本⼀般条件は、特段の明⽰がない限り適⽤される。参加者側の異なる条件は、Fraunhofer が明⽰的に拒否しなくても契約内容とはな

らない。 

4. 会場に適⽤されるセキュリティガイドラインおよび建物規則を遵守する必要がある。 

5. 本条件は対⾯イベント、オンラインイベント、およびブレンディッドラーニング（オンラインと対⾯を組み合わせたもの）に適⽤される。 

オンライン実施のために第三者サービス（例︓オンラインサービスプロバイダ）との契約が必要となる場合、その第三者の利⽤規約も適⽤さ

れ、Fraunhofer はそのサービス契約の当事者にはならない。 

6. 試験・認証⼿続きが外部機関で実施される場合、その機関の利⽤規約も適⽤される。 

2. 契約の対象 

1. 本⼀般条件の対象は、参加者のイベント参加、イベント実施、および関連サービスの提供である。 

2. イベントの内容・スケジュール・詳細は、各イベントの説明に従う。 

3. 登録・契約成⽴・現地での受付 

1. 登録は Fraunhofer または主催者が⽤意するウェブサイト、または登録フォームにより⾏う。 

2. 参加者は登録フォーム（Registration Form）を記⼊・送信することで参加の申込み（契約申込）を⾏い、主催者がこれを受諾した時

点で契約が成⽴する。受諾は電⼦メールで登録確認を送付する。 

3. オンライン登録の場合、申込み受付を⽰す⾃動メールが送付されるが、これは上記の意味での契約成⽴を⽰すものではない。 

参加枠が満員の場合は順次申込み順で扱われる。参加枠がない場合は通知される。 

4. 登録確認は原則として拘束⼒をもち、参加者は該当イベントへ参加する権利を得る。 

ただし、特定のプログラム要素に参加する権利は、事前に明⽰的に予約されている場合に限られる。 

特に、参加⼈数が制限されているプログラム要素ではこれが適⽤される。 

また、無料で参加できる対⾯イベントにおいて、会場の収容能⼒が理由で必要とされる場合、Fraunhofer は現地での⼊場を̶必要であ

れば⼀時的に、またはイベントの⼀部について̶制限する権利を有する。 

Fraunhofer は可能な限り早期に、そのような「⾮拘束的参加」である旨の注意喚起を⾏う。 

5. ⼀部のイベントでは、対⾯イベントまたはブレンディッドラーニングの対⾯フェーズへの⼊場時に、現地での受付（オンサイト登録）が必要とな

る。必要に応じて、名札やその他の視覚的／技術的識別⼿段が⼊場のために配布される。 

これにより、イベント会場に参加者または認可された者のみが⼊場できるようにする。 

名札やその他の識別⼿段は第三者へ譲渡してはならない。 

4. 試験 

1. 試験を受ける必要があるイベントでは、講座ガイドラインおよび有効な試験規程を、参加者は主催者に要求すれば閲覧することができる。 

2. 定められた試験料には、受験資格の確認、試験実施、試験の⼀回限りの採点、および関連する証明書の作成が含まれる。 

参加者が試験に合格しなかった場合、試験料は返⾦されない。参加者が（筆記／⼝頭／実技）のいずれか⼀部の試験に不合格となっ

た場合、すでに別のイベントで設定済みの試験⽇に限り、⼀度だけ無料で再受験することができる。 

もし再受験でも⼀部または全体に不合格となった場合、次の受験のためには再度試験料が必要となる。 

3. 上記（2 項）において、参加者が無料再受験の権利を保持しているにもかかわらず、参加者⾃⾝の理由でその試験⽇に出席できず、新

たに試験委員会を個別に召集する必要が⽣じた場合、参加者に新規の試験料が発⽣する。 

4. 講座の受講資格は、遅くとも講座開始時までに確認されなければならない。 

受講資格を満たさない者は、聴講⽣として講座に参加することは可能であるが、試験はそれぞれの試験規程に従って受験することになる。こ



の場合、修了証ではなく「出席証明書」が発⾏される。 

5. 技術要件およびオンラインイベント／ブレンディッドラーニングのオンラインフェーズにおける参加者の協⼒義務 

1. オンラインイベントまたはブレンディッドラーニングのオンラインフェーズへ参加するには、インターネット接続、適切なウェブブラウザを備えた端末、

あるいは必要に応じてその他のソフトウェア（いずれも現代の技術⽔準に基づく）が必要である。 

技術要件の詳細は、イベント説明書に記載されるか、イベント開始前に電⼦メールで通知される。 

2. 技術要件を満たす責任は参加者にある。参加者が技術要件を満たさない場合、または参加者に責任のある技術的問題がオンラインイベン

ト中に発⽣した場合であっても、これにより⽀払義務が免除されることはない。 

6. オンラインイベント／オンラインフェーズの登録および利⽤可能性 

1. オンラインイベントまたはブレンディッドラーニングのオンラインフェーズへの参加に別途登録が必要な場合、主催者は参加者に対しイベント開

始前に適切に通知する。 

2. 参加者がオンラインイベント⽤のアクセスデータを受領した場合、これを第三者に譲渡してはならない。 

参加者は、アクセスデータを機密として扱い、第三者のアクセスから保護する義務を負う。 

第三者による不正利⽤が疑われる場合、参加者は直ちに主催者へ通知する義務がある。 

3. 無料のオンラインイベントでは、技術的容量の都合により、必要に応じてイベントの⼀部または全部へのアクセスが⼀時的に制限される可能

性がある。 

4. オンラインイベントまたはオンラインフェーズは、原則として予定された⽇時にリアルタイムでのみ提供され、後⽇視聴はできない。 

7. 契約情報 

参加者は、本⼀般イベント条件をアクセス・保存・印刷することができる。Fraunhofer は契約本⽂（契約情報および参加条件）を保存する。

契約情報（予約したイベント、参加者、参加料など）は登録確認書に含まれる。これらの情報はオンラインでは提供されない。 

8. イベント説明 

1. イベントの内容、スケジュール、その他詳細は主催者によるイベント説明に⽰される。 

2. 主催者は、正当な理由がある場合、プログラム進⾏、内容、またはイベント形式（例︓対⾯ → オンライン）を変更する権利を有する。 

主催者は可能な限り早期に、電⼦メールまたはイベント公式サイトなどを通じて変更を通知するよう努める。 

3. イベント本体に加えて付随プログラム（アクティビティ等）が提供される場合、特段の合意がなければそれは第三者によって提供される。 

その場合、参加者と第三者の間でのみ法律関係が成⽴し、Fraunhofer はその契約当事者とはならない。 

9. 参加費・⽀払期限・減額 

1. 有料イベントでは、参加者は参加費と必要に応じて試験料を⽀払う義務を負う。 

参加費および試験料の⾦額はイベント説明に記載される。 

2. 参加費および試験料は、請求書記載の⼝座へ、翌⽉末までに⽀払われなければならない。場合によっては前払いを求められることがあり、

分割払いに関する合意も可能である。 

請求書が期限までに全額または⼀部⽀払われない場合、主催者は参加者をイベントの続きを受講させない権利を有する。 

3. 参加費には、イベントプログラムへの参加および提供される飲⾷が含まれる。ただし、往復交通費や宿泊費は参加者の負担である。 

4. Fraunhofer に対する債権との相殺は、相⼿⽅の反対請求が争われず、確定判決に基づく場合、または Fraunhofer により認められて

いる場合、もしくは主張される権利が密接に関連している場合にのみ認められる。 

5. 参加者は、同⼀契約関係に基づく反対請求がある場合にのみ、留置権を⾏使できる。 

6. プログラム進⾏または内容に正当な理由による変更があっても、参加費の減額請求はできない。 

10. 消費者の解約権（撤回権） 

参加者が消費者である場合、以下に説明する法定の撤回権を有する。参加者は、理由を提⽰する必要なく、契約締結⽇から 14 ⽇以内であれ

ば、この契約を撤回する権利を有する。撤回権⾏使のためには、以下宛てに明確な意思表⽰（例︓郵便、FAX、E メール）を送付する必要があ

る 

11. 対⾯イベントにおける施設管理権および禁煙 

1. 会場における建物規則が適⽤される。参加者は施設管理権に基づく指⽰に従わなければならない。 



2. 会場内は原則禁煙である。ただし、特別に指定された屋外エリアまたは部屋は例外とする。 

12. 責任 

1. 主催者は、イベント資料に含まれる第三者による情報の最新性、正確性、完全性について責任を負わない。 

特に、イベントで学んだ内容の適⽤または伝達によって⽣じる損害について、主催者は責任を負わない。 

2. 主催者は、故意または重過失による損害について責任を負う。 

軽過失については、製造物責任法、⽣命・⾝体・健康の侵害の場合に限り責任を負う。 

3. 軽過失によるその他の損害については、契約において重要な義務（履⾏を可能にし、参加者が依拠できる義務）に違反した場合にのみ

責任を負う。 

この場合、典型的・予⾒可能な損害に限り責任を負う。 

間接損害、結果損害、利益損失については責任を負わない。 

この制限は、主催者の法定代理⼈または補助者に過失がある場合にも適⽤される。 

13.  データ保護 

主催者は、イベントの登録および参加に関連して収集した個⼈データを、適⽤されるデータ保護法規に従い処理する。 

詳細（処理の⽬的・範囲、データ主体の権利等）は、イベント登録時に案内されるデータ保護情報に記載される。 

 

 


